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募�

集
種
目　

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科

学
校
生
徒（
中
卒
17
歳
未
満
の
男

子
／
見
込
含
む
。）

◆
推
薦

受�

付
期
間　

11
月
１
日
㈯
～
12
月
５

日
㈮

試�

験
日　

平
成
27
年
１
月
10
日
㈯
～

12
日

（月・祝）（
指
定
さ
れ
る
１
日
）

受
験
料　

無
料

◆
一
般

受�

付
期
間　

11
月
１
日
㈯
～
平
成
27

年
１
月
９
日
㈮

試
験
日

・	

１
次
試
験　

平
成
27
年
１
月
24
日

㈯
・	
２
次
試
験　

平
成
27
年
２
月
５

日
㈭
～
８
日
㈰（
指
定
さ
れ
る
１

日
）

受
験
料　

無
料

※	

説
明
会
を
予
定
。
詳
細
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　

自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所

　

☎
７
４
‒
６
８
９
４

　

職
場
で
の
悩
み
ご
と
、
困
り
ご
と

自
衛
官
募
集

労
働
相
談

し
　
尿

そ
の
他

し尿収集作業日程表
月　日 曜日 区　　域 月　日 曜日 区　　域

11月１日 土 16日 日
２日 日 17日 月 田戸町三・四丁目
３日 月・祝 青木町二～七丁目 18日 火 田戸町五～七丁目
４日 火 青木町七～九丁目 19日 水 本郷町
５日 水 春日町 20日 木 呉竹町二～六丁目
６日 木 21日 金 呉竹町六・七丁目、屋敷町一～三丁目
７日 金 湯山町、神明町、沢渡町 22日 土
８日 土 23日 日・祝
９日 日 24日 月・休 屋敷町四～七丁目

10日 月 稗田町 25日 火 向山町一～六丁目
11日 火 二池町一～三丁目 26日 水 向山町六丁目、小池町
12日 水 二池町四～六丁目 27日 木 小池町、新田町、八幡町
13日 木 碧海町 28日 金 論地町、清水町
14日 金 芳川町、田戸町二・三丁目 29日 土
15日 土 30日 日

11
月
の
し
尿
収
集

　

11
月
の
し
尿
収
集
作
業
日
程
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。

　

作
業
は
、
天
候
な
ど
の
理
由
で
２

～
３
日
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
先（
収
集
業
者
）

　

高
浜
衛
生（
株
）

　

☎
5
3
‒
０
５
１
６

問
合
せ
先

　

□市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　

☎
5
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
263
）

「子どもに食べてほしい
おむすび」に投票を！
　食育協力隊カワラッキーフレ
ンズが考えた「子どもに食べて
ほしいおむすび」の投票を10
月25日（土）の鬼みちまつりで
行います。
　食育ゲームも行いますので、
食育ブース「カワラッキーのお
部屋」へ親子で投票しに来てく
ださい。善

意
を
あ
り
が
と
う

　
ご
ざ
い
ま
し
た
（
敬
称
略
）

社
会
福
祉
協
議
会
へ

　

桒
原
一
幸

な
ど
あ
ら
ゆ
る
労
働
問
題
に
応
え
る

た
め
、
労
働
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
一
般
相
談

相	

談
内
容　

解
雇
、
賃
金
、
退
職
金
、

労
働
時
間
、
就
業
規
則
、
労
働
契

約
、
人
間
関
係
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

労
働
問
題

相	

談
方
法　

西
三
河
県
民
事
務
所
へ

来
庁
ま
た
は
電
話

　

専
用
電
話

　

☎
０
５
６
４
‒
２
６
‒
６
１
０
０

相
談
時
間　

　

	

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

　

	（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
。）

◆
巡
回
相
談（
要
予
約
）

と
き　

毎
月
第
２
水
曜
日　

　

午
後
１
時
～
４
時

相�

談
方
法　

西
三
河
事
務
所
職
員
が

問合せ先
市こども育成グループ
☎ 52-1111（内線 362）

市
役
所
に
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
相
談
室

問
合
せ
先

　

西
三
河
県
民
事
務
所
産
業
労
働
課

　

☎
０
５
６
４
‒
２
７
‒
２
７
８
２

　

阿
知
波
住
依
氏（
港
小
学
校
区
）が

任
期
を
終
え
ら
れ
、
後
任
に
榊
原
純

一
氏
が
10
月
１
日
よ
り
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
問
題
や
日
常
生
活
な
ど
で
悩

み
の
あ
る
方
は
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

新
し
く
人
権
擁
護
委
員
が

選
ば
れ
ま
し
た


